
解説（台本）

 皆さん、こんにちは。

 この出前授業は、議会のことを

知ってもらうことはもちろんで

すが、こうして、対面でお互い

の顔を見ながら、直接お話をす

ることで「少しでも議会のこと

を身近に感じてもらいたい」と

いうことが大きな目的のひとつ

です。

 限られた時間ですが、有意義な

時間となるように、最後まで、

よろしくお願いします。

日出町議会議員 森 昭人

出前授業 中学校編



【 議会ってなんだ？ 】

投票に行こう！ 町議会を知ろう！

 さて、これから「議会ってな

んだ？」と題して、「投票に

行こう！」「町議会を知ろ

う！」という二つテーマで授

業を進めていきます。

 説明の合間に、いくつか質問

をします。分かる人はその場

で手を上げ、こちらから指名、

合図するので、座ったまま答

えてください。

 また、最後に生徒の皆さんか

らの質問時間を設けますので、

今日の授業のこと、また、そ

れ以外でも、日頃、町のこと

について思っている疑問や希

望、授業の感想でも何でもい

いので、遠慮せずに質問して

ください。

 それでは、まず、「議会って

なんだ？」についてです。



【 議会ってなんだ？ 】

地方自治

【 憲法で定められている 】

【 地方自治を実現するための制度 】

間接民主制 二元代表制

なんで議員がいるの？なんで議会があるの？

 ここでは、この「議会ってな

んだ？」を次の３つの重要な

制度で確認しながら、そもそ

も「なんで議員がいるのか」

「なんで議会があるのか」と

いうことについて理解を深め

てもらいたいと思います。

 その３つの重要な制度とは、

憲法で定められている地方自

治であり、

 皆さんは、これまで社会科の

公民の授業で、立憲主義（憲

法に基づいた政治を行う）、

民主主義（国の政治を決める

権利は国民にある）について

学習したと思いますが、地方

自治の考えは、この立憲主義

と民主主義が大前提となって

います。

 その地方自治を実

現するための間接民主制と二

元代表制です。



地方自治

地域ごとに、国から独立した地方

公共団体（以下「地方自治体）と

いう。）を設け、それぞれの自治

体の意思と責任で仕事を行う。

 日本国憲法は、すでに学んだ

と思いますが、憲法では、地

方自治について２つの考えを

示しています。

 その一つが「団体自治」です。

 それでは、まず一つ目、地方

自治についてです。

【 団体自治 】

大分県には市町村がいくつあるか
知ってますか？

 ちなみに、大分県には市町村

数がいくつあるか知っていま

すか？

～ 憲法の二つの考え ～

 団体自治とは、地域ごとに、

国から独立した地方公共団体

（分かりやすく地方自治体・

シンプルに自治体ともいう）

を設け、それぞれの自治体の

意思と責任で仕事を行うとい

うことです。

地方自治【 団体自治 】



大分県

合併前の平成１４年は５８市町村

１７１８市町村
（７９２市７４３町１８３村）

 大分県は、平成の大合併前、

平成１４年当時、５８市町村

ありました。町の数は３６で

したが、合併により、現在３

町となり、全国の都道府県で

最も少なくなりました。

 ちなみに、全国を見ると、平

成１４年当時、３２１８あっ

た市町村が、合併により１７

１８となっています。

 現在、この１７１８市町村が、

団体自治という憲法の考えの

もと、それぞれの意思と責任

で町づくりをしています。

 図で説明

 正解は、１４市３町１村の１

８市町村です。

地方自治【 団体自治 】

（１４市３町１村）

１８市町村

全国

合併前の平成１４年は
３２１８市町村

（１１市３６町１１村）

（６７５市１９８１町５６２村）



 それでは、憲法で規定する地

方自治の二つ目の考え「住民

自治」についてお話していき

ます。

 住民自治とは、地方自治体の

仕事は、そこに住んで生活し

ている住民の意思に基づいて

決定されるべきであるという

考え方です。

日出町の行政のことは、日出

町に住む住民の意思に基づいて、

日出町が責任をもって運営すべ

きということです。

 つまり、日出町の行政のこと

は、日出町に住む住民の皆さ

んの意思に基づいて、地方自

治体として日出町が、責任を

もって運営すべきということ

です。

地方自治地方自治【 住民自治 】

地方自治

地方自治体の仕事は、そこに住ん

で生活している住民の意思に基づ

いて決定されるべきである。

【 住民自治 】

～ 憲法の二つの考え ～



日出町にはどのくらいの人が住ん
でいるでしょうか？

 さて、皆さんは、日出町には

どのくらいの人が住んでいる

か、日出町の人口は知ってい

ますか？

地方自治【 住民自治 】



日出町の人口は ２万 ７,８６２人
（令和６年９月末現在）

 日出町の人口は、令和６年９
月末現在で、２万７８６２人
です。

地方自治【 住民自治 】



日出町の人口は ２万 ７,８６２人
（令和６年９月末現在）

日出町民の代表を選んで

その代表者が日出町のい

ろいろな物事を話し合っ

て決める。

 そこで、日出町の住民自治を
考えると・・・。

 また、全員の意見をまとめる
こともできないし、全員が集
まる場所がない。

 日出町民の代表を選
んで、その代表者が町のいろ
いろな物事を話し合って決め
るという方法によって、憲法
の考え方である日出町の住民
自治を実現しようとするもの
です。

 「じゃあー、その代表者はど
うやって決めるの？」という
ことになります。

 この３万人近い日出町住民全
員が意見を出して話し合うこ
とは非現実的。

地方自治【 住民自治 】

３万人近い日出町民全員

が意見を出して話し合う

ことは非現実的であり、

全員が集まる場所もない。 実 現

そこで、

住 民 自 治



地方自治体の住民が直接これを

選挙する。

地方自治体に議事機関として議
会を設置する。

町長と町議会議員

町民の代表

話し合って決める場

町議会

 憲法では、町民の代表を地方

自治体の長と地方議会の議員

とし、

 その選挙で選ばれた町民の皆

さんの代表が、町長と私たち

町議会議員ということになり

ます。

 また、「話し合って決める場

が必要だね」ということで、

 この規定によって、町のいろ

いろなことを話し合って決め

る場として、町議会が設置さ

れているということになりま

す。

その地方自治体の住民

が直接これを選挙すると定め

ています。

憲法では、地方自治体に議事

機関として議会を設置するこ

とが定められていいます。

地方自治【 住民自治 】



【 議会ってなんだ？ 】

地方自治

【 憲法で定められている 】

【 地方自治を実現するための制度 】

間接民主制 二元代表制

なんで議員がいるの？なんで議会があるの？

 地方自治についての学習は以

上です。

 それでは、次に、この地方自

治を実現するための仕組みで

ある間接民主制と二元代表制

について学習していきます。



選挙で選ばれ、住民の負託を受けた代

表者を通じて、住民の意見をまちづくり

に反映させる仕組み。

自治体の長と議会（議員）のお互いが、

法律で定められたそれぞれの役割りと権

限を尊重しながら、対等な立場で意見を

出し合い、理解を深め、協力して行政を

執行する。

 まず、間接民主制です。

 そして、二元代表制。

 選挙で選ばれ、住民の負託を

受けた代表者を通じて、住民

の意見をまちづくりに反映さ

せる仕組みが間接民主制です。

 地方自治体では、自治体の長

と議会（議員）のお互いが、

法律で定められたそれぞれの

役割と権限を尊重しながら、

対等な立場で意見を出し合い、

理解を深め、協力して行政を

執行する二元代表制を採用し

ています。

間接民主制

二元代表制

地方自治

 「議会ってなんだ？」そもそ

も「なんで議員がいるのか」

「なんで議会があるのか」と

いうことでお話してきました

が、頭の中を整理しておきた

いと思います。



町議会

選挙

 町民の皆さんは、それぞれ、

町議会の議員と町長を選挙で

選んで、町のさまざまな仕事

を任せる（負託）します。

 選挙で選ばれた議員の集まり

である議会と町長には、町民

の皆さんの負託に対して責任

を負います。

 これが間接民主制です。

選挙

責任

負託

責任

町 長

間接民主制

地方自治を三角形でイメージ

負託

町 民

 日出町の地方自治を考えると

き、町民と議会、町長の関係

を次の三角形でイメージして

ください。



町議会

選挙

 一方で、町議会と町長はとい

うと、お互いに尊重し、対等

な立場で、町民の負託、例え

ば「安心安全で活力ある町に

なるように」といった町民の

皆さんの意思が満たされるよ

うに、協力し合いながら、町

づくりをするということにな

ります。

 これが二元代表性。

 そして、町民の皆さんが頂点

のこの三角形が、憲法に定め

られている地方自治のしくみ

ということができます。

選挙

責任

負託

責任

町 長

二元代表制

間接民主制

尊重・対等・協力

 それでは、この町民、議会、

町長の三角の関係を頭の中に

しっかり残しながら、

地方自治を三角形でイメージ

負託

町 民



【 議会ってなんだ？ 】

投票に行こう！ 町議会を知ろう！

 ここから二つのテーマ「投票

に行こう！」「町議会を知ろ

う！」についてお話をしてい

きます。



投票に行こう！【 】

日出町議会の

議員は

投票は

議員の任期は

 それでは質問を３つ。

何人？

何年？

何歳から？



【 投票に行こう！】

日出町議会の

議員は何人？

 まず、日出町議会の議員の人

数。議員は何人いるかわかり

ますか？



【 投票に行こう！】

日出町議会の

議員は

議員の任期は

１５人

何年？

 正解は１５人です。

 日出町で選ばれる議員の数

（定数）は条例（町のルー

ル）で１６人と決まっていま

すが、現在は１人失職し１５

人です。ただし、令和８年３

月に行われる選挙では、定数

が２人減の１４人になること

が決まっています。

 それでは次の質問。

 議員には、議員として仕事が

できる期間である任期が決

まっていますが、この任期は

何年か、言いかえれば、何年

ごとに選挙で議員を選ぶか

知っていますか？

（日出町の議員定数は１６人）



【 投票に行こう！】

日出町議会の

議員は

投票は

議員の任期は

１５人

４年

何歳から？

 正解は４年です。

 現在の町議会議員の任期は、

令和４年４月７日から令和８

年４月６日までとなっていて、

任期を終える前の令和８年３

月の終わりには私たち町議会

議員の選挙が実施されます。

（日出町の議員定数は１６人）

（現在の議員の任期 令和４年４月７日～令和８年４月６日）

 そして最後３つ目の質問。

 選挙で投票できる年齢は何歳

からでしょう？



【 投票に行こう！】

日出町議会の

議員は

投票は

議員の任期は

１５人

４年

１８歳から

（日出町の議員定数は１６人）

（現在の議員の任期 令和４年４月７日～令和８年４月６日）

 正解は１８歳から。

 町議会議員や町長の選挙で投

票できるのは、満１８歳以上

の日出町民です。

 諸外国の選挙権年齢がほとん

ど１８歳以上の中、日本では、

平成２８年６月に法律が改正

されて、選挙権年齢が２０歳

から１８歳に引き下げられま

した。

（平成２８年６月に２０歳から１８歳に引き下げ）



【 投票に行こう！】
 皆さんは、これから１８歳に

なると選挙権（選挙で投票で

きる権利）が与えられ（有権

者となり）選挙に参加するこ

とで、政治に自分の声を届け

ることができるようになりま

す。

 より若い世代が選挙権を持ち、

投票することで、これからの

社会を担うことになる若い世

代の意見を政治に反映してい

くことが期待されています。

 それでは、選挙権年齢が引き

下げられましたが、若い世代

の皆さんがどのくらい選挙に

行って投票しているか見てみ

ましょう。より若い世代が選挙権を持ち、投票す

ることで、これからの社会を担うことに

なる若い世代の意見を政治に反映してい

くことが期待されています。

皆さんは、これから１８歳に

なると選挙権が与えられ、選挙

に参加することで、政治に自分

の声を届けることができるよう

になります。



【 投票に行こう！】  これは令和６年８月に行われ

た日出町長選挙の投票率（有

権者のなかで実際に投票した

人の割合）です。

 全体の投票率は５５％。

 ５０代から７０代が全体の投

票率を押し上げていますが、

１０代から３０代の若い世代

の投票率が低く、５割に満た

ない状況です。

 そして、２０代では３割の方

しか投票していません。

有権者 投票者数 投票率

１０代（ 524人）（ 241人）４６％

２０代（ 2,104人）（ 653人）３１％
３０代（ 2,779人）（ 1,164人）４２％
４０代（ 3,690人）（ 1,918人）５２％

５０代（ 3,644人）（ 2,078人）５７％
６０代（ 3,409人）（ 2,267人）６７％
７０代（ 3,895人）（ 2,809人）７２％

８０～（ 2,976人）（ 1,453人）４９％
総合計（23,021人）（ 12,583人）５５％

【令和６年８月 町長選挙】



【 投票に行こう！】  同じように、これは、令和４

年３月に行われた、私たち町

議会議員の選挙の投票率です。

 ほぼ同じ傾向が見て取れると

思います。

有権者 投票者数 投票率

１０代（ 512人）（ 229人）４５％

２０代（ 2,175人）（ 699人）３２％
３０代（ 2,997人）（ 1,247人）４２％
４０代（ 3,721人）（ 1,901人）５１％

５０代（ 3,484人）（ 2,046人）５９％
６０代（ 3,549人）（ 2,500人）７０％
７０代（ 3,836人）（ 2,877人）７６％

８０～（ 2,893人）（ 1,501人）５２％
総合計（23,167人）（ 13,000人）５６％

【令和４年３月 町議会議員選挙】



 投票に行こう！というテーマ

でお話してきました。

 生徒の皆さんには、今日の授

業を忘れず、これから、少し

でも政治や町づくりに興味を

持って「日本や日出町の現在

や未来のことを決めるのは自

分たちだ！」という自覚を持

ち続けて、１８歳になったら、

そして２０代、３０代になっ

ても、若い世代の意見がもっ

と政治に反映されるように、

選挙に行って投票することを

心から期待しています。

 その時が来たら、町民の皆さ

んが頂点のこの地方自治の三

角形を思い出して、是非、社

会を変えることができる皆さ

んの貴重な一票を投票箱に投

じてください。

【 投票に行こう！】

町議会

選挙 選挙

負託

町 長

負託

町 民

地方自治の三角形

日本や日出町の現在
や未来のことを決め
るのは自分たちだ！

若い世代の意見が
もっと政治に反映
されるように！



【 議会ってなんだ？ 】

投票に行こう！ 町議会を知ろう！

 それでは二つ目のテーマ「町

議会を知ろう！」についてお

話をしていきます。



町議会を知ろう！【 】  まず、町議会は「どういう仕

事をしているか」見てみま

しょう。

 町議会の主な仕事は４つ。

議 決 町の仕事を
チェック

請願・陳情
の審査 政策提案

【４つの主な仕事】

政

策

 議決

 町の仕事をチェックする

 請願・陳情の審査

 政策提案です。



議 決

町のルール（条
例）や税金など
町のお金の使い
道（予算）など
を決定します。

 まず、最も重要な議会の仕事
が議決（話し合って決めるこ
と）で、町のルール（条例）
や税金など町のお金の使い道
（予算）を決定することです。

政

策

【４つの主な仕事】

町議会を知ろう！【 】



【 町議会を知ろう！】

議 決 町の仕事を
チェック

町のルール（条
例）や税金など
町のお金の使い
道（予算）など
を決定します。

町が町議会で決
定したとおり正
しく仕事をして
いるかチェック
します。

【町議会の主な仕事は４つ】

 次に、その決定したことにつ

いて、町議会が、決定したと

おり正しく仕事をしているか

チェックすること。

政

策



 次に、請願・陳情の審査です。

 町民の皆さんから請願・陳情

として提出された町民の皆さ

んの意見や希望を審査し、議

会が、採択すれば（その意見

に賛成とか希望を叶えるべき

とすれば）町や県、国に対し

て実現するよう要請したりし

ます。

 請願･陳情というのは、国

民に与えられた憲法上の権利

で、年齢に関係なく国や地方

自治体に対して意見や希望を

提出することです。

 全国では、小学生や中学生が

「歩きタバコを禁止する町の

ルール（条例）をつくってほ

しい」とか「公園をつくって

ほしい」といった請願を市や

町に提出したりしています。

これどちらも実現しています。

今度いつか、ネットで検索し

てみてください。

【 議会を知ろう！】

議 決 町の仕事を
チェック

請願・陳情
の審査

町のルール（条
例）や税金など
町のお金の使い
道（予算）など
を決定します。

町が町議会で決
定したとおり正
しく仕事をして
いるかチェック
します。

請願・陳情として
提出された町民の
意見や希望を審査
し、採択されれば
町、県、国に対し、
実現するよう要請
します。

【町議会の主な仕事は４つ】

政

策



 そして、最後４つ目、政策提

案です。

 これは、後でまた詳しく説明

しますが、議会や委員会、ま

た、議員一人ひとりが、まち

を良くするために必要な政策

を町長に提案（あるいは提

言）することです。

 それでは、今回の出前授業で

は、議決と委員会の役割、そ

して、政策の提案では、主に

一般質問について、少し詳し

く見ていきます。

【 町議会を知ろう！】

議 決 町の仕事を
チェック

請願・陳情
の審査

町のルール（条
例）や税金など
町のお金の使い
道（予算）など
を決定します。

町が町議会で決
定したとおり正
しく仕事をして
いるかチェック
します。

請願・陳情として
提出された町民の
意見や希望を審査
し、採択されれば
町、県、国に対し、
実現するよう要請
します。

議会や委員会、
また、議員一人
ひとりがまちを
良くするために
必要な政策を町
に提案します。

政策の提案

【町議会の主な仕事は４つ】

政

策



 まず、議会の最も重要な仕事
である議決（決めること）に
ついてです。

 先ほど説明した二元代表制の
もとで、どんなふうに話し合
うか、大まかに説明していき
ます。

町議会を知ろう！【 議決 】

議 決

町議会町 長

二元代表制

どんなふうに決めているの？



【可否】

町議会町 長

【立案】

町議会を知ろう！【 議決 】

本会議

町議会に

 この、町長から議会に提案さ
れたことの可否を決定する会
議を本会議といいます。

 町長は、町民に必要なサービ
スを立案し、

します。
 私たち議会は、町長から提案
された仕事の内容について、
町民の皆さんの意見を伝えた
りしながら、議員同士で賛成
反対の意見を交わして話し合
い、最後に可否（その仕事を
して良いか悪いか）を決定し
ます。

提案

＝提案



【可否】

町議会町 長

【立案】

町議会を知ろう！【 議決 】

本会議

＝提案

【執行】

町 長可決

（３・６・９・１２月）

定例会

 町長の提案は、議会の本会議
でやって良い（可決）となっ
て初めて、執行（実行）でき
ることになります。

 日出町議会では、３、６、９、
１２月の年４回本会議を開催
します。このように決まった
月に開催する本会議を定例会
といいます。

 それでは、その定例会の流れ
について、説明していきます。



日出町議会
（
初

日
）

本
会
議

町議会を知ろう！【 議決 】

委
員
会

 定例会の開催期間は、だいた
い１カ月程度です。

【提案】

付託

【可否】

― 期間は約１ヶ月 ―

 そして、この議案は、より詳
しく審査するため、専門分野
ごとに設置された委員会に審
査を任せます。

 これを付託といい、委員会で
は、本会議で付託された（任
された）議案を慎重に審査し、
まず、委員会の中で可否を決
定します。

 まず、定例会初日の本会議、
町長から、町長が行いたい町
づくりの計画や税金の使い方、
条例（町のルール）が提案さ
れます。

 この本会議に提案された事柄
を議案といいますが、多い時
は、１回の定例会に４０を超
える議案が提案されたりしま
す。

＝【議案】

定例会



（
初

日
）

本
会
議

町議会を知ろう！【 議決 】

委
員
会

【提案】

付託

【可否】

― 期間は約１ヶ月 ―

＝【議案】

本
会
議

報告

（
最
終
日
）

 そして、この委員会の審査の

結果を本会議に報告します。

 最終日の本会議では、その委

員会の報告をもとに、賛成・

反対の討論をして、最後に全

議員による多数決で可否を決

定し議決する。

 こういう流れになります。

【可否】 【議決】

日出町議会 定例会



 ここが本会議（定例会）を行

う議場、本会議場です。

 役場新館の４回にあります。

町議会を知ろう！【 議決 】

本会議場



 こちらは本会議の様子。

 本会議には、議員全員と町長

をはじめ町長部局の課長、教

育長をはじめ教育部局の課長

が必ず出席します。

 ここ、一番上に座っているの

が議長。

 議長は、議会を代表し、本会

議では、議場の秩序を守り、

会議の進行を管理します。

 町長はここ。そして教育長こ

こです。

議長

町長 教育長

町議会を知ろう！【 議決 】



 こちらは、議長席側から写し

た本会議の様子。

町議会を知ろう！【 議決 】

 ここが傍聴席です。

 本会議は、誰でも傍聴するこ

とができます。

傍聴席

 そして、ここが議員席。
 前列真ん中が質問席です。

議員席

 今、まさに、質問席から手を

上げて、議長に発言の許可を

求めているところです。

質問席



委員会のようす

 そして、これが委員会の様子

です。

町議会を知ろう！【 議決 】



 先ほど、提案された議案は委

員会に審査を付託するとお話

しましたが、議案を付託する

委員会はこの４つの委員会で

す。詳しい内容まで今日はお

話ししませんが、

正しくお金が使われたかチェックする

町議会を知ろう！【 議決 】

総務・政策企画・町づくり・税務・農林水産
都市建設・上下水道・・・ など１１課

税金などの使い道を審査

定例会や委員会など議会運営全般を管理

住民生活・介護福祉・子育て支援・健康増進
学校教育・社会教育・・・ など９課 議会がもっと良くなるように議会の改革に取り組む

４．決算特別委員会 （１３人）

１．総務産業常任委員会 （６人）

３．予算常任委員会 （１４人）

１．議会運営委員会 （５人）

２．福祉文教常任委員会（８人） ２．議会活性化特別委員会（９人）

３．議会報編集特別委員会（５人）

議会だよりやＳＮＳで議会の情報を発信する

議案を付託する

４つの委員会

議会のことを担当する

３つの委員会

 その他に、議会のことを担当

する委員会が３つ。

決算特別委員会の４つです。

予算常任委員会

福祉文教常任委員会

総務産業常任委員会

 議会だよりやＳＮＳで議会の

情報を発信する議会報編集特

別委員会があり、全部で７つ

の委員会があります。

 議会がもっと良くなるように

議会の改革に取り組む議会活

性化特別委員会

 定例会や委員会など議会運営

全般を管理する議会運営委員

会

 以上で、議会の仕事で最も重

要な「議決」についての説明

を終わります.



日出町議会 定例会
（
初

日
）

本
会
議

町議会を知ろう！【 政策の提案 】

委
員
会

【提案】

付託

【可否】

― 期間は約１ヶ月 ―

＝【議案】

本
会
議

報告

（
最
終
日
）

 それでは、議会（議員）の主

な４つの仕事のうちの一つ、

「政策の提案」についてお話

していきます。

 政策の提案にはいろいろな方

法がありますが、まず、一般

質問について見て行きます。

【可否】 【議決】

 これは先ほど説明した定例会

の流れです。



日出町議会 定例会
（
初

日
）

本
会
議

町議会を知ろう！【 政策の提案 】

委
員
会

【提案】

付託

【可否】

― 期間は約１ヶ月 ―

＝【議案】

本
会
議

報告

（
最
終
日
）

【可否】 【議決】

一
般
質
問

（
中

日
）

 一般質問は、初日の本会議と

委員会の間の中日に行います。



では、議員が、町民

の皆さんの意見を聴きながら、

議員一人ひとりが、それぞれの

調査・研究をもとに、町長などに対して、現在

の町の仕事の状況や将来の方針、課題など行政

全般について報告や説明を求めたり、より良い

町づくりのための提案をしたりします。

町議会を知ろう！【 政策の提案 】

一般質問

 一般質問では、議員が、町民

の皆さんの意見を聴きながら、

議員一人ひとりが、それぞれ

の調査・研究をもとに、町長

などに対して、現在の町の仕

事の状況や将来の方針、課題

など行政全般について報告や

説明を求めたり、より良い町

づくりのための提案をしたり

します。
では、議員が、町民

の皆さんの意見を聴きながら、

議員一人ひとりが、それぞれの

調査・研究をもとに、町長などに対して、現在

の町の仕事の状況や将来の方針、課題など行政

全般について報告や説明を求めたり、より良い

町づくりのための提案をしたりします。



町議会を知ろう！【 政策の提案 】

一般質問

 一般質問は、町民の皆さんの

声を届ける貴重な機会です。

 閉会中の定例会を開催してい

ない月に、多くの時間をかけ

て、たくさんの町民の皆さん

の意見や声の背景にある課題

や、問題の本質は何か、現在

の町の状況や他のまちの取り

組みなども調査し、質問時間

３０分の持ち時間の中で、町

民の皆さんの声がしっかりと

伝わるように準備します。

時間内で皆さんの声を
しっかりと伝えるぞ！

皆さんの声を町政に届
ける貴重な機会だ！

皆さんの声の背景にあ
る問題の本質はなにか。

他のまちの取り組みも
よく調査しなきゃ。

【 閉会中の活動 】

各種委員会で閉会中の審査

合同勉強会

委員会の県外視察研修や視察の受け入れ

町民の皆さんとの意見交換会

個人の議員活動

イベント参加など

閉会中に多くの時間を
かけて準備します。

 ちなみに、定例会を開催して

いない月の閉会中、議員は、

各種委員会で閉会中の審査、

合同勉強会、委員会の県外視

察研修や視察の受け入れ、町

民の皆さんとの意見交換会、

個人の議員活動、イベント参

加などの活動をしています。



町議会を知ろう！【 政策の提案 】

一般質問

 一般質問は、ユーチューブで

録画配信しているので、いつ

か機会があったら、見てみて

ください。また、定例会ごと

に年４回発行している議会だ

よりも、これを機会に、また、

見てもらえたらと思っていま

す。

時間内で皆さんの声を
しっかりと伝えるぞ！

皆さんの声を町政に届
ける貴重な機会だ！

皆さんの声の背景にあ
る問題の本質はなにか。

他のまちの取り組みも
よく調査しなきゃ。

閉会中に多くの時間を
かけて準備します。



【 議会ってなんだ？ 】

投票に行こう！ 町議会を知ろう！

以上、二つ目のテーマ「議会を
知ろう！」の説明を終わります。
限られた時間のなかで、駆け足で
進めてきましたが、議会のこと、
なにか一つでも伝わっていればと
思います。
それでは、残りの時間は、生徒

の皆さんから質問に答えていきた

いと思います。今日の授業のこと、

議会や議員に関すること、日出町

のことや学校のことで、日頃から

疑問に思っていることや、こうし

てほしいということなど、何でも

いいので質問してください。
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